
                               令和２年７月１５日 
 保護者 様 
                       喜多方市立慶徳小学校長 石田 秀喜 
 

「喜多方市立学校新型コロナウィルス対策 対応・休業マニュアル」の改訂 （通知 1８）               

 

 初夏の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、令和２年７月１４日付けで、「喜多方市立学校新型コロナウィルス対策 対応・休業

マニュアル」が改訂されましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１ 「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動水準  ★現在、喜多方市は「レベル１」です。 

 

２ 新型コロナウィルスへの対応方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 休業マニュアル 

地域の 

感染レベル 
身体的距離の確保 

感染リスクの高い 

教科活動 
部活動（自由意志の活動） 

レベル３ 
できるだけ２ｍ程度 

（最低１ｍ） 
行わない 

個人や少人数でのリスクの低い活動で

短時間での活動に限定 

レベル２ 
できるだけ２ｍ程度 

（最低１ｍ） 

リスクの低い活動から

徐々に実施 

リスクの低い活動から徐々に実施し、

教師等が活動状況の確認を徹底 

レベル１ 
１ｍを目安に学級内で 

最大限の間隔を取ること 

適切な感染対策を行った

上で実施 
十分な感染対策を行った上で実施 

レベル１ 

レベル２・３ 



 

３ 休業マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 確定患者が判明した時点で、児童を一斉下校させる。 

※ その翌日から学校を休業とし、消毒作業を実施する。 

※ 学校の臨時休業の判断は、喜多方市教育委員会が行う。 

 

４ 出席停止措置の基準   ※「出席停止」は、欠席とはなりません。 

 

＜ケース②＞ 

児童生徒及び教職員に濃厚接触

者が確認された場合  

 

〇濃厚接触者在籍学校 

 →学級または学年で「休業」 

〇濃厚接触者→２週間自宅待機 

 発症なし→登校 

 発症あり→帰国者・接触相談

センターに TEL 

＜ケース③＞ 

喜多方市で児童生徒・教職員

以外の市民等に感染者が確認

されたら場合 

 

〇喜多方市内の小中学校 

  →「通常どおり」 

〇濃厚接触者が学校関係者の

場合は、ケース②の対応に同

じ。 

 

＜ケース①＞ 

児童生徒及び教職員に感染者が

確認された場合 

 

〇感染者が発生した学校 

   →「休業」「消毒」 

〇他の学校 

   →「通常どおり」 

 

■ 児童が感染者になった場合 

■ 児童が発熱等の風邪の症状がある場合          「出席停止」 

■ 児童が濃厚接触者になった場合 

  

■ 同居家族に風邪症状が見られる場合           「登校可能」 

  ※ただし、保護者の判断で学校を休ませる場合は、「事故欠」（事由/家事都合）とする。 

  

■ 児童が感染者になった場合 

■ 児童が発熱等の風邪の症状がある場合          

■ 児童が濃厚接触者になった場合 

■ 同居家族に風邪症状が見られる場合 

 

■ 保護者の判断で学校を休ませる場合  

 

 

地域感染レベル１ 

地域感染レベル２・３ 

 「出席停止」 

 「出席停止」 


